
 

○無線通信補助設備に係る周波数帯の指定 

平成２年１月30日（消）告示第５号 

改正 

平成25年８月30日（消）告示第33号 

無線通信補助設備に係る周波数帯の指定 

消防法施行規則第31条の２の２第１号の規定により、消防長が指定する周波数帯は260メガヘルツ

帯及び400メガヘルツ帯とする。 

附 則（平成25年８月30日（消）告示第33号） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 


